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　令和３年３月３１日から図中の着色した区域が供用開始
（公共下水道の使用が可能）となりました。

下水道供用開始のお知らせ

単独浄化槽（台所や風呂場、洗濯等から出る汚水を道路の側溝等に流している）を使用されているご家庭は遅滞
なく（概ね供用開始の告示から３年以内）下水道に接続しなければなりません。（下水道法第10条第1項、神戸町
下水道条例第5条）
汲み取り式トイレを使用されているご家庭は、供用開始の告示から３年以内に水洗式トイレに改造しなければな
りません。（下水道法第11条の3）供用開始区域にお住まいの方は、下水道の重要性をご理解いただき、速やか
に下水道への接続工事の実施をお願いします。

　町では、下水道への接続工事にかかる費用を少しでも軽減するため、加入促進制度を設けております。詳細につ
いては上下水道課へお問い合わせください。

■供用開始になった区域にお住まいの方は
南方の一部

供用開始となる区域

■加入促進制度をご活用ください

神戸町公共下水道供用開始区域図

上下水道課　　　27-0179

（令和3年3月31日 供用開始区域）

　生後９１日以上の犬には、「登録」「狂犬病の予防注射」が法律で義務づけられて
います。登録は犬の生涯に１回ですが、注射は毎年１回受けなければなりません。
　下記の日程で犬の狂犬病予防注射を実施しますので、お越しください。

軽自動車税（種別割）の減免申請について

脳いきいき勉強会＆測定会

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

　身体障害者手帳等の交付を受けている方で、一定の要件に該当する方が所有
する軽自動車について、軽自動車税（種別割）を減免することができます。
　この減免申請は、毎年申請する必要がありますので、令和３年度分軽自動車税
（種別割）の減免を希望される方は、必ず４月２６日（月）までに必要書類等を揃え
て、税務課の窓口へ申請してください。

　現在のご自分の“脳の機能の状態”を知るための方法として、ファイブ・コグ検査があります。いつまでも
いきいきと自分らしくいるために、今の状態を知ることはとても大切です。この機会に一度、あなたの脳を
チェックしてみませんか。

【必要書類】
１．減免申請書
２．身体障害者手帳（または精神障害者保健福祉手帳、
　戦疾病者手帳、療育手帳）
３．運転される方の運転免許証
４．自動車検査証
５．印鑑（朱肉を使うもの）
６．個人番号がわかるもの（納税義務者）

※減免申請の期限を過ぎますと、減免を受けることがで
きません。
※障害の内容などにより減免できない場合があります。
※手帳をお持ちの方１人につき１台のみ減免となります。
また、自動車税の減免を受けている方は、軽自動車税
の減免を受けることができません。

税務課　　　27-0173

地域包括支援センター　　　２７-１１５８

産業環境課　　　27-0178

町内在住の６５歳以上の方
①４月３０日(金)１３：３０～１４：４０
　▪ファイブ・コグの検査（映像と音声を用いた記入式の検査）
②５月２８日(金)１３：３０～１５：３０
　▪認知機能と軽度認知障害（ＭＣＩ）についての話
　▪結果説明
中央公民館２階会議室
お電話等お申し込みください。
２０名
筆記用具、眼鏡（必要な方）　　　　　　　　

対象者
日　時

場　所
申し込み方法
定　員
持ち物

【料金（１頭あたり）】
新しく犬を飼われた方 … ６，２００円
既に登録済の方 ………… ３，２００円

【日程及び会場】

◆案内ハガキをお持ちください。
（案内ハガキは、登録済の犬に対し郵送します。）
◆当日、都合の悪い方や、生後９０日以内の子
犬、体調の悪い犬は、後日お近くの動物病院
で登録、注射を受けてください。

４月１５日（木）

日　時 会　場

４月１６日（金）

４月１９日（月）

10：30～11：30

13：00～14：00
9：30～10：30
11：00～12：00
9：30～11：00

下宮地区公民館
（旧下宮幼稚園）

エコプラザごうど
町立図書館

産業会館（商工会）
ふれあいセンター

注）認知症を診断する検査ではありません。


